
令和７年度 男女共同参画推進活動支援事業

令和８年３月１日まで

令和８年３月１５日まで

企画

事業

※詳細については募集要項をご覧ください。

男女共生を進めるための

（１）以下のすべてを満たしているグループ・個人とします。

①グループの場合は、福島県民（福島県在住・在学・在勤）を中心と

して構成されているか、福島県内で活動している、または活動予定の

２名以上のグループであること。

②個人の場合は、福島県民（福島県在住・在学・在勤）であるか、福

島県内で活動している、または活動予定であること。

③当センターの設置目的・事業目的に賛同していること。

④政治・宗教・営利を目的としないこと。

（２）以下のすべてを満たしている事業とします。

①会員のみを対象とした総会・勉強会等ではなく福島県民を対象とし

た公開事業。

②開催場所が福島県内であること。（福島県の震災・原発事故と男女

共同参画関連のものは県外での開催も可）もしくは、福島県民を対象

としたオンライン開催の事業であること。

③男女共同参画の推進を目的とした事業であること。

④参加費等を徴収する場合は実費とし、収益を目的としないこと。

※以前から実施している事業でも応募できます。

グループ・個人
問いません

当センターホームページ「県民企画支援事業」
から募集要項や応募様式等をダウンロードいた
だけます。

こちらから
HPを

ご覧になれます▶

６件程度（同じ団体・個人が別企画で２件まで応募可）


